
石 川 保 険 医 新 聞 2008年7月15日（毎月15日発行）（4）第435号　（1998年２月６日第三種郵便物認可）石 川 保 険 医 新 聞（5）2008年7月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第435号

ブロック会議 
特別講演 

医
療
関
連
死
「
第
三
次
試
案
」
と
医
療
再
生
へ
の
道 

〜
医
療
安
全
調
査
委
員
会
の
設
置
法
案
を
め
ぐ
っ
て
〜 
医
療
関
連
死
「
第
三
次
試
案
」
と
医
療
再
生
へ
の
道 

〜
医
療
安
全
調
査
委
員
会
の
設
置
法
案
を
め
ぐ
っ
て
〜 

虎
の
門
病
院
泌
尿
器
科
部
長
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秀
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生 

講
師 
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特別講演 

ブロック会議 
特別講演 

ブ
ロ
ッ
ク
会
議
特
別
講
演
に

は
、
虎
の
門
病
院
の
小
松
秀
樹

先
生
を
お
迎
え
し
、
表
記
講
演

を
拝
聴
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
病
院
勤

務
医
を
「
逃
散
」
に
追
い
込
ん

で
い
る
一
つ
の
原
因
が
、「
医

療
に
関
連
し
た
事
故
、
過
誤
、

そ
れ
に
続
く
訴
訟
、
逮
捕
」
で

あ
る
。

厚
労
省
は
四
月
に
第
三
次
試

案
を
発
表
し
、
日
本
外
科
学
会

は
賛
成
の
立
場
を
表
明
し
た

し
、
各
論
的
に
反
対
と
し
な
が

ら
も
、
総
論
的
に
賛
成
と
す
る

団
体
も
散
見
さ
れ
る
。

一
方
、
小
松
先
生
は
、
こ
の

第
三
次
試
案
に
強
く
反
対
の
立

場
を
主
張
し
た
。

先
生
が
挙
げ
た
第
三
次
試
案

に
対
す
る
懸
念
と
は
、
①
調
査

委
員
会
で
の
報
告
書
が
、
警
察

や
検
察
で
用
い
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
②
調
査
委
員
会
は

処
罰
を
前
提
と
し
な
い
、
純
粋

な
科
学
的
調
査
と
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
③
調
査
委
員
会
に
患
者

側
弁
護
士
が
、
委
員
と
し
て
入

り
込
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
④

届
け
出
義
務
に
つ
い
て
は
、
極

め
て
広
い
範
囲
の
事
故
の
届
け

出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
⑤
厚
労
省
の
権
限
を
さ
ら
に

大
き
く
し
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
こ
と
⑥
医
療
者
側
と
患
者

側
と
の
間
で
、
医
療
の
不
確
実

性
に
対
す
る
認
識
に
大
き
な
隔
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講演を 
　聞いて 

た
り
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
て
彼
の
提
案

は
、
①
医
療
者
と
患
者
側
の
軋

轢
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
、
地

方
ご
と
に
「
対
話
自
律
型
Ａ
Ｄ

Ｒ
」
を
設
置
し
つ
つ
、
医
療
の

限
界
に
つ
い
て
広
く
認
識
を
高

め
る
こ
と
②
患
者
側
の
納
得
を

得
る
た
め
に
は
事
故
調
査
は
必

要
だ
が
、
事
故
調
査
の
過
程
が

患
者
・
家
族
の
納
得
の
閾
値
を

高
め
る
可
能
性
が
高
く
、
高
く

な
っ
た
閾
値
に
は
無
過
失
保
障

制
度
し
か
な
く
、
こ
れ
に
は
診

療
報
酬
を
引
き
上
げ
る
し
か
な

い
③
医
療
者
自
身
に
よ
る
自
律

的
処
分
制
度
を
行
い
、
医
療
の

質
の
保
障
を
す
る
こ
と
、
を
あ

げ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
第
三
次
試
案

に
関
し
て
は
結
論
を
急
ぐ
こ
と

な
く
、
医
療
者
側
と
患
者
側
が

双
方
の
立
場
を
理
解
し
つ
つ
、

多
段
階
で
時
間
を
か
け
て
解
決

し
て
い
く
べ
き
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
今
後
こ
の
荒
廃
し

た
医
療
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に

は
、
①
医
療
へ
の
支
出
を
増
や

す
必
要
が
あ
り
、
増
税
は
や
む

を
得
え
な
い
。
企
業
へ
の
課
税

強
化
は
、
産
業
と
職
を
国
外
へ

追
い
や
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
は
避
け

ら
れ
な
い
②
厚
労
省
の
抜
本
的

改
革
を
す
べ
き
。
た
と
え
ば
医

系
技
官
の
大
半
は
、
実
質
的
に

医
師
と
し
て
の
経
験
が
な
い
の

で
、
三
年
を
超
え
て
官
庁
に
と

ど
め
ず
、
現
場
と
行
き
来
さ
せ

る
。
ま
た
、
医
療
の
現
場
か
ら

厚
労
省
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
、

た
と
え
ば
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

の
よ
う
な
制
度
を
設
け
る
。
日

本
の
医
療
の
現
状
は
国
家
的
危

機
で
あ
り
、
厚
労
省
の
み
で
対

応
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
な
く
、
医
療
政
策
の
大
方
針

を
、
官
の
限
界
と
し
が
ら
み
か

ら
自
由
な
専
門
家
が
提
案
す
る

よ
う
な
や
り
方
を
考
え
る
べ
き

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

今
回
、
小
松
先
生
の
講
演
を

聴
い
て
、
消
費
税
の
増
税
に
は

反
対
で
あ
る
が
、
こ
の
第
三
次

試
案
に
対
す
る
考
え
方
に
は
共

感
を
覚
え
た
。
医
療
者
側
と
患

者
と
の
間
に
、
も
と
も
と
「
医

療
の
不
確
実
性
」
に
つ
い
て
大

き
な
食
い
違
い
が
あ
る
現
在
、

性
急
な
決
定
↓
法
案
成
立
は
危

険
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

国
民
に
こ
の
「
医
療
の
不
確
実

性
」
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と

は
、
相
当
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
講
演
内
容
は
、
第
三

次
試
案
の
発
表
を
受
け
、
四
月

十
一
日
に
自
ら
作
ら
れ
た
詳
細

な
レ
ジ
ュ
メ
を
も
と
に
話
を
さ

れ
た
。
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
は
協
会

に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
興
味
の

あ
る
方
は
当
協
会
ま
で
ご
連
絡

い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

生活設計をサポート！ 

保険医年金のおすすめ保険医年金のおすすめ保険医年金のおすすめ
2008年度の加入・増口の受付が9月1日から始まります

お問い合わせは、石川県保険医協会まで  Tel： 076-222-5373　Fax：076-231-5156 
 
 ※ 普及期間中には、三井生命、明治安田生命、富国生命の普及担当者がお伺いしますので、ご面談くださいますようお願いします。 
※ ここでは制度の概要をお知らせしております。詳細については今後送付するパンフレット等をご確認ください。 

この機会にぜひ加入・増口をご検討ください。 
 
■お申込み期間：9月1日から10月25日まで 
■ご 加 入 日：2009年1月1日 
■予 定 利 率：1．256％（2008年4月1日現在の予定利率で、将来変動することがあります） 
■加 入 資 格：新規は満74歳、増口は79歳までの石川県保険医協会の会員で、健康で正常に 
　　　　　　　　就業している方。 
　　　　　　　　※保険医年金の満期は満80歳の誕生日直後の9月1日です。 

 自在性が魅力です！ 
○急な出費にも1口単位で解約できます 
○払込が困難な時には掛金中断も可能です 
○年金受給時には 
　q10年定額、w15年定額、 
　e15年逓増、r20年逓増年金から選択、 
　または一括受取 
○万一の時にはご遺族に全額給付 

   ご　加　入　例 
40歳で月払10口（10万円）加入 
70歳から10年定額で受給した場合 
受給額：月々約  37万円 
　　　　年間約442万円 
 

　保険医年金は、国の公的年金制度が不十分な
ためにつくられた医師・歯科医師を対象とする
積立型の年金制度（拠出型企業年金保険）です。
1968年発足以来40年の実績があり、現在では
加入者約6万人、積立金額1兆1千億円を超え、
わが国有数のスケールに発展しています。 
　この制度では年金制度でもっとも大事な点で
ある加入者の年金給付を守ることを重視し、こ
れまでに年金受給者の年金額をカットしたこと
は一度もありません。 

月　払
１口１万円 （３０口まで）
一時払

１口５０万円 1回につき ４０口まで 
（　　　　） 




